


２５年度国保料等について 

東京土建国保組合は、仲間がコロナ禍や物価高に苦しむ中、21～23年度は、保険料をできる

だけ値上げしないように努めてきました。その間に、医療費の大幅増加、後期高齢者支援金など

の支出増大、仲間の所得上昇による補助金減額などが連続して発生したことから財政が悪化し、

入ってくるお金（保険料・補助金等）が足りない状況が続いています。 

 ２４年度には、１世帯当たり月額平均▲５５３８円の収入不足が見込まれ、１世帯当たり月額

９０７円の保険料引き上げをお願いしたところですが、国保組合の収入不足が続く中、このまま

では数年後に安定した事業運営が難しくなる危機的状況です。 

 ２５年度も１世帯当たり月額平均▲４７５９円の収入不足が見込まれていますが、物価高騰に

仲間が苦しむ中、不足額全額を今年度の保険料の改定でまかなうことはできません。 

 このため、収入不足を２５～２７年度の３年間かけて解消することとし、２５年度保険料は１

世帯当たり月額平均２２９７円の引き上げをお願いします。足りない分は繰越金を充当します。

変更内容は下記の表のとおりです。 

仕事とくらしは厳しい状況が続いていますが、引き続き国保組合の魅力を維持・向上させると

ともに、補助金の現行水準確保や制度改善を国や東京都に求めていきます。今後ともご理解とご

協力をお願いいたします。 

 

 


